
 

 

 

素材生産事業入札説明書 
 

 上川中部森林管理署の８年度上川中部署【神居古潭地区】保全整備（保育間伐等）第

３号に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、

北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。 

 本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価し

て落札者を決定する総合評価落札方式（標準型）の事業である。 

 

１ 公告日： 令和８年６月１０日 

 

２ 支出負担行為担当官等 

 

分任支出負担行為担当官 上川中部森林管理署長 飯島 康夫 

北海道旭川市神楽３条５丁目３番１１号 

 

３ 事業概要 

  入札公告の１のとおり  

 

４ 競争参加資格 

  入札公告の２のとおり 

 

５ 競争参加資格の確認等と技術提案書の提出 

(１) 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び作成要領を参考に作成した技術提

案書を併せて提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認

を受けなければならない。 

入札公告の２の(２)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出するこ

とができる。この場合において、入札公告の２の(１)及び(３)から(17)までに掲げ

る事項を満たしているときは、開札の時（入札執行会場で必要な書類の審査を行う

時まで）において入札公告の２の(２)に掲げる事項を満たしていることを条件と

して競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争

に参加するためには、開札の時（入札執行会場で必要な書類の審査を行う時まで）

において入札公告の２の(２)に掲げる事項を満たしていなければならない。 

なお、期限までに申請書、資料及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格

がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 

申請書等の提出は、以下によりシステムを用いて提出することができる。紙入札

の場合は、持参又は郵送による提出とし、電子メールによる提出も可能とする。 

【システムによる提出の場合】 

① 受付期間： 入札公告の３(３)アのとおり 

② 提出方法： システムの添付資料フィールドにそれぞれ添付し提出すること。

ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が 50ＭＢを超える

場合には、持参又は郵送（書留郵便に限る。締切日時必着）で提出

すること。持参又は郵送で提出する場合には、必要書類の一式を持

参又は郵送で送付するものとし、システムとの分割は認めない。ま



 

 

た、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書

面（様式自由）をシステムにより、申請書及び資料として送信する

こと。 

(a) 持参又は郵送する旨の表示 

(b) 持参又は郵送する書類の目録 

(c) 持参又郵送する書類のページ数 

(d) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 

持参又は郵送する場合の送付先は入札公告の３(３)イのとおり

とする。 

③ ファイル形式： システムにより提出する申請書及び資料のファイル形式に

ついては以下のいずれかの形式にて作成すること。 

・Microsoft Word 

・Microsoft Excel 

・その他のアプリケーション PDF ファイル 

・画像ファイル JPEG 形式又は GIF 形式 

・圧縮ファイル ZIP 形式 

④ システムで使用できるＩＣカードは、一般競争（指名競争）参加資格審査申請

を行い承認された競争参加有資格者名で取得したＩＣカードであって、政府電

子調達システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。 

【紙入札方式による提出の場合】 

① 受付期間： 入札公告の３（３）アのとおり 

② 受付場所： 入札公告の３（３）イのとおり 

【電子メールによる提出の場合】 

① 受付期間： 入札公告の３（３）アのとおり 

② 提出方法： 入札公告の３（３）ウのとおり 

(２) 申請書は、別紙様式１により作成すること。紙入札方式による申請書の提出に当

たっては、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分

を加えた郵送料金の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出すること。 

(３) 資料は、次に従い作成すること。 

ただし、④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験については、

事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 

なお、提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものに

ついて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に

記載のうえ、提出すること。 

① 全省庁統一資格の資格確認通知書の写し 

② 国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関

する公示（令和７年１月 31 日）に基づき、Ｂ又はＣに格付けされている者で、

林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項に基づく都道府県知事の認

定を受けている場合は認定書の写し。 

③ 共同事業体を結成し入札参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同

事業体の代表者及びその他の構成員が判る協定書等の写しを提出すること。ま

た、①については、構成員の全ての者について全省庁統一資格の資格確認通知書

の写しを提出すること。 

なお、共同事業体として参加する場合の協定書等の様式は任意とする。ただ

し、以下の内容が明らかなものでなければならない。 

ｱ 共同事業体の目的 



 

 

ｲ 共同事業体の名称 

ｳ 事務所の所在地 

ｴ 成立の時期及び解散の時期 

ｵ 構成員の住所及び名称 

ｶ 代表者の名称及び代表者の権限 

ｷ 事業の分担 

ｸ 運営委員会 

ｹ 取引金融機関 

ｺ 構成員の相互間の責任の分担 

ｻ 権利義務の譲渡の制限 

ｼ 事業途中における構成員の脱退 

ｽ 事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置  

ｾ 解散後のかし担保責任 

④ 同種事業の実績 

入札公告の２(６)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別

紙様式２に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても

実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載

し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森

林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。 

⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験 

入札公告の２(８)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の

氏名及び会社名を別紙様式３に記載すること。なお、入札公告の２(８)に掲げる

資格を有していない場合は、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約

者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも１回以上

従事し、かつ通算で３年以上従事していることが判断できるよう様式に明記す

ること。従事期間は連続する３年である必要はないものとする。 

⑥ 配置予定の技能者 

配置予定の技能者の資格等を別紙様式４に技能者別に記載すること。なお、競

争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得し

ている技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。 

⑦ 従業員名簿 

配置予定の従業員（現場代理人及び作業員）の社会保険等（健康保険、年金保

険、雇用保険）への加入状況について、別紙様式５により記載すること。 

   また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被

保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施

したものを添付すること。 

⑧ 素材の検知業務の実績（造林事業のみの場合は不要） 

素材の検知業務の実績及び技術者の経歴等について、別紙様式６により記載

すること。 

⑨ 契約書の写し 

④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績

として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等によ

り同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当

該事業の内容（同種事業の実績及び技術者の経験）が証明できる書類を添付する

こと。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意する

こと。 



 

 

⑩ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向

け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の

取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：

林業）事業者向けチェックシート」（別紙様式７）に記入すること。 

また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業

安全のための規範（個別規範：林業）事業者向け解説資料」を必要に応じて参照

のこと。 

なお、過去１年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、

その写しの提出をもって、これに代えることができる。 

注：「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事

業者向けチェックシート」、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範

（個別規範：林業）事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載してい

る。 

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html) 

⑪ 当該様式（別紙様式 1～７）は、北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札

情報＞契約約款・ 仕様書・申請書等＞「造林・製品生産共通」に掲載している。 

(４) 技術提案書は、北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札情報＞契約約款・仕

様書・申請書等＞「造林・製品生産共通」に掲載している「技術提案書作成要領」

に従い作成すること。 

(５) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資

格の有無については令和８年７月１３日までに通知する。参加資格「無」とした者

に対しては、その理由を付して通知する。 

(６) 資料作成説明会 

資料作成説明会については実施しない。 
(７) 現地説明会 

本事業の入札に参加を希望する者を対象に現地説明を受け付けるものとする。  

ア 日  時 令和８年６月２２日 午後１時から  

イ 集合場所 〒０７０－８００３ 旭川市神楽３条５丁目３番１１号「上川

中部森林管理署」  

ウ 参加を希望する者は、令和８年６月１８日 午後４時までに、参加者氏名、

所属、希望時刻を３の（３）イへ連絡すること  

エ 気象的要因等により現地説明会が開催できない場合には、３の（３）イにお

いて説明会を開催、又は書面により当該事業に関する説明を実施する。 

(８) 資料及び技術提案書のヒアリング 

資料及び技術提案書のヒアリングについては実施しない。 

(９) その他 

① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で使用しない。 

③ 提出された申請書等は、返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配

置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為

担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。 

 

６ 競争参加資格等がないと認めた者等に対する理由の説明 

入札公告の４のとおり 



 

 

 

７ 技術提案が採用されなかった者等に対する理由の説明 

(１) 支出負担行為担当官等は、技術提案が適正と認められず、当該技術提案を採用

しなかった場合、その旨を技術提案が適正と認められなかった理由を付して入札

を執行する前日までに技術提案を提出した者に書面により通知する。 

(２) 通知結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い書

面により、理由についての説明を求めることができる。 

① 受付期限： 通知を受けた日の翌日から起算して７日（この日数には、行政機

関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定す

る行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内 

② 提出場所： 入札公告の３（３）イのとおり 

③ 受付時間： 休日を除く毎日の午前 10 時から午後４時まで 

④ そ の 他： 書面は、原則として電子メールにより提出するものとし、提出し

た旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表

者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は

期限内必着とする。 

(３) 支出負担行為担当官等は、(２)に掲げる理由についての説明を求める書面を受け

取った日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。 

 

８ 再苦情申立て 

(１) ７の（３）に掲げる回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等

に対し、次に従い書面により、再苦情を申立てることができる。 

① 受付期限： ７の（３）に掲げる回答書を受取った日の翌日から起算して７日

（この日数には、行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第

91 号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）

を含まない。）以内 

② 提出場所： 入札公告３（３）イのとおり 

③ そ の 他： 書面は、原則として電子メールにより提出するものとし、提出し

た旨を電話により通知すること。持参又は郵送による場合は代表

者又はそれに代わる者が提出するものとする。なお、郵送の場合は

期限内必着とする。 

(２) 再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。 

(３) 支出負担行為担当官等は、苦情の申立てがあった者に対し、入札監視委員会の審

議結果を踏まえた上で、審査結果の報告を受けた日の翌日から起算して７日（休日

を含まない。）以内に、次の内容を書面により回答する。 

① 申立てが認められないときは、苦情の申立てに根拠が認められないと判断さ

れた理由 

② 申立てが認められると判断されたときは、支出負担行為担当官等が講じよう

とする措置の概要 

 

９ 入札説明書に対する質問 

入札公告の６のとおり 

 

10 入札及び開札の日時及び場所等 

入札公告の５のとおり 



 

 

 

11 入札方法等 

(１) 入札書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、システムを用

いて提出、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。なお、

郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と

事業費内訳書を入れ封緘した封筒（封筒に発注事業名を記載）と別に競争参加資格

確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただ

し、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加

できない。 

(２) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者又は免税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の

100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(３) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入

札を行うことがある。この場合、第１回の最低の入札価格を上回る価格で入札した

者の入札は無効とし、第３回目に行う入札についても上記を準用して行うものとす

る。なお、入札執行回数は原則２回とし、最高でも３回を限度とする。 

(４) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わない

ものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾

を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 

(５) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する

場合がある。 

 

12 入札保証金及び契約保証金 

(１) 入札保証金： 免除 

(２) 契約保証金： 免除 

 

13 事業費内訳書の提出 

(１) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した事業費内

訳書をシステムによる提出、又は紙により提出すること。 

事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、事業名、商号又は名称、

作業種毎の単価及び金額、間接経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）等

を明らかにすること。 

(２) 提出の方法 

ア システムによる提出の場合 

(a) 提出方法 

事業費内訳書を次に示すファイル形式にて作成し、事業費内訳書添付フィ

ールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、事業費内訳書のファ

イルの容量が３ＭＢを超えないこと。 

(b) ファイル形式 

システムにより事業費内訳書を提出する場合のファイル形式については、

以下のいずれかの形式にて作成し、入札書添付欄に添付するものする。 

・Microsoft Word 

・Microsoft Excel 

・その他のアプリケーション PDF ファイル 



 

 

・画像ファイル JPEG 形式又は GIF 形式 

・圧縮ファイル ZIP 形式 

イ 紙入札方式による提出の場合 

入札書とともに事業費内訳書を提出すること。  

(３) 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。 

(４) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行

った事業費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された事

業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者

の入札は無効とする。 

再入札の場合においては、落札した者は契約日までに事業費内訳書を提出する

こと。 

(５) 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業

費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。 

 

14 開札 

開札は、システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うもの

とする。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、

開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入

札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 

 

15 入札の無効 

入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をし

た者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊北海道森林管理局競争契約入札心

得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った

者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、

開札の時において４に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 

 

16 落札者の決定方法等 

(１) 評価の基準 

評価項目 評価基準 評価点 

【事業計画】 （以下、標準型の場合）  

簡易な事業計画の妥 

当性・適切性 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業計画上の考慮事項（事業実施の目的等を考慮し、次年

度以降の作業を踏まえた適切な計画となっている。） 

・事業期間の設定（現地の状況や気象条件等を踏まえた適切

な作業時期の設定等・工程管理が適切に行われている。） 

・発注者が指定した課題への対応（自然環境への配慮、生産

性の向上への取組等が適切に行われている。） 

・発注者が指定した工法等の品質の確認方法及び管理方法が

適切に行われている。 

・事業計画策定時において、作業時の安全確保に関する具体

的取組が提案されている。 

15 点 

一貫作業における効

率化の工夫 

（一貫作業の場合に

・集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組が提

案されている。 

・造林作業を省力・省略化するための具体的取組が提案され

９点 



 

 

限る） 

 

ている。 

・植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取

組が提案されている。 

複数年度にわたる事

業における作業シス

テム 

現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築

又は生産性向上に向けた具体的取組が提案されている。 

 

２点 

複数年度にわたる事

業における森林作業

道の計画・施行及び

保全管理への配慮 

効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施

工及び保全管理への配慮など具体的取組が提案されている。 

２点 

複数年契約（一貫作

業）における苗木の

計画的な植栽 

年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・

苗木本数を特定し、計画的な植栽が行える年次計画（種苗生

産事業者の安定的な供給体制構築への寄与）が提案されてい

る。 

２点 

【企業の事業実績】 （以下、標準型及び簡易型共通）  

事業成績評定点（過

去２年間の平均） 

 公告日の属する年度の前年度及び前々年度２年間の平均点

が一定点以上ある。 

４点 

事業に関する表彰実

績（過去 10 年間） 

 農林水産省、林野庁（国有林）、国(他機関)、都道府県又

は市町村の実績がある。 

１点 

本店、支店又は営業

所の所在地の有無 

 当該事業実施箇所を管轄する森林管理（支）署及び隣接森

林管理（支）署の管内に、本店、支店又は営業所がある。 

１点 

同種事業の実績（過

去 15 年間） 

 

 農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績又は当

該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であっ

て当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績がある。 

３点 

低入札の有無 

 

 

 公告日の属する年度の前年度及び前々年度２年間におい

て、低入札の調査対象となったことがある。その際の事業成

績評定点が一定点以上ある。 

２点 

立木等の販売とその

跡地における造林作

業の請負とを一括し

て契約した取組実績

（過去３年間） 

 公告日の属する年度の前年度までの３年間において、立木

等の販売と跡地における造林作業の請負とを一括して契約し

た取組実績がある。 

 

３点 

森林作業道作設技術

（過去２年間の平

均） 

  公告日の属する年度の前年度及び前々年度２年間の平均点

が一定点以上ある。（素材生産事業及び造林事業と素材生産

事業との一貫作業を行う事業のみ該当） 

４点 

【配置予定技術者

（現場代理人）等の

能力】 

（以下、標準型及び簡易型共通） 

 

 

 

配置予定技術者の事

業経験（過去 15 年

間） 

農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績、又は

当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であ

って当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績がある。 

２点 

配置予定技術者等の

保有資格 

 

 

・技術士（森林部門）、林業技士、フォレストマネージャー

等、又は技術職員（造林又は素材生産の事業の実行に関し専

門的な知識を持つ 10 年以上の経験を有する者）がいる。 

※等には、都道府県が認定する青年林業士を含む。 

 

３点 

 

 



 

 

・職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能

士のうち、林業技能士の資格を有している者がいる。 

配置予定技術者等の

研修等の受講状況 

 林野庁主催・実施及び都道府県主催・実施の森林作業道作

設に関する研修受講者がいる。 

１点 

配置予定技術者の継

続教育（ＣＰＤ）の

有無 

 

 （公益社団法人）森林・自然環境技術教育研究センタ－

（JAFEE）、（公益社団法人）日本技術士会等が発行する森林

分野のＣＰＤ実施記録証明書等により、継続教育を受講して

いる。 

１点 

【地域への貢献】 （以下、標準型及び簡易型共通）  

国土緑化活動に対す

る取組 

 植林活動、国又は地方公共団体との分収育林及び分収造林

の取組実績がある。 

２点 

災害協定の有無 

 

  農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村との協定等

を現在結んでいる実績がある。 

１点 

ボランティア活動の

実績の有無 

 

 防災等に資するボランティア活動の実績がある。 

※等には、地域の一斉清掃日などへの従業員の派遣や道具類

の提供を含む。 

１点 

エゾシカ被害対策へ

の取組み 

 過去２年間にエゾシカ被害対策に貢献した実績がある。 ２点 

地域の民有林管理へ

の貢献の取組 

 

 

 

 

 

 

・森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設

定、森林経営管理法第 36条第２項の要件に適合する者として

都道府県から公表、又は都道府県において「育成を図る林業

経営体」に選定されている。 

・公告日の属する年度の前年度から過去５年間において、森

林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている。 

・公告日の属する年度の前年度に民有林における森林整備作

業の実績がある。 

５点 

 

作業員の地元雇用 

 

 

 事業に従事する作業員の過半数が、当該事業実施箇所を管

轄する森林管理（支）署及び隣接森林管理（支）署の管内に

居住している。 

１点 

【企業の信頼性】 （以下、標準型及び簡易型共通）  

若者の新規雇用や育

成への取組 

若手技能者（35 歳未満）の新規雇用や資格取得への支援等

技術者育成に取り組んでいる。 

２点 

ワーク・ライフ・バ

ランス等の推進に関

する指標 

 

 

女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし、プラチナえる

ぼし認定等）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（く

るみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定）、

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）のいずれ

かの認定を受けているか。 

１点 

 

 

 

 

賃上げの実施を表明

した企業等 

 

 

 

 

【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比

で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させ

る旨、従業員に表明している。 

標準型： 

10 点 

簡易型： 

６点 【中小企業等】事業年度又は暦年において、対前年度又は前

年比で給与総額を 1.5％以上増加させる旨、従業員に表明し

ている。 

伐採・造林に関する  伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する １点 



 

 

行動規範の策定 業界団体等が作成した行動規範等を遵守している。 

月給制への対応  事業に従事する作業員に月給制を導入している。 ２点 

働き方改革の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働生産性の向上のため、素材生産事業の場合は生産性向

上を目的とした工程管理、造林事業の場合は作業の省力化や

作業従事者の軽労化を目的とした機械・器具の改良等を行っ

ている。 

・現場従事者の技術の向上のため、林業技能士の配置、技術

指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を

行う体制を有している。 

・完全週休２日制、変形労働時間制の導入や、年次有給休暇

日数消化の取組、現場作業員の休暇日数の確保、職場環境の

整備を事業体として取り組んでいる。 

５点 

安全対策 

 

 

 

・過去２年間に休業４日以上の労働災害がないことを証する

無災害記録がある。 

・直近年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断及

びリスクアセスメントに取り組んでいる。 

６点 

林業経営体登録の有

無 

 「林業経営体に関する情報の登録・公表について」（H24.

２.28 長官通知）に基づく登録を受けている。 

１点 

作業員の雇用形態 

 

 事業に従事する作業員の過半数が直接雇用、かつ、常用雇

用者である。 

２点 

労働福祉の状況 

 

 林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業

退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実がある。 

１点 

不誠実な行為の有無

（過去２年間） 

 指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことが

ある。 

２点 

 

(２) 賃上げ実施の表明の方法について 

評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術

提案書に技術提案書作成要領に掲載する別紙様式５－１又は別紙様式５－２の

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を添付の上、

提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度におけ

る初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 

また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告

書別表１」を提出すること。 

なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員全ての表明が必要である。 

(３) 賃上げ実施の確認について 

本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明

書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が

終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式９－１又は別紙様式９－２

の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明

書」（別紙様式 10）又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」（別紙様式

11）の提出を求める。 

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明

した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」（別紙様式 10）の「「10 主要科

目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計

額」という。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較する



 

 

ことにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、

上記の資料を決算月（別紙様式５－１又は別紙様式５－２に記載の事業年度の終

了月）の末日から起算して３ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等

にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙様式 10 の「合計額」とする。 

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表」（別紙様式 11）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ

俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較す

ることとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年

の３月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較

をすべき金額は別紙様式 11 の「支払金額」とする。 

ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。 

・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限。 

・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから１年間を賃上げ実施期

間とする場合は、事業年度終了後３ヶ月以内。 

・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から３ヶ月

以内。 

・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間。 

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士

等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類で

あると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代

えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙様式 12 の

とおりである。 

この場合において、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも

該当する場合にのみ、賃上げ実施月から１年間の賃上げ実績を評価することがで

きる。 

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。 

※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行わ

れていること。 

② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること（意図的に賃上げ実

施月を遅らせていないこと）。 

※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間

の終了時が基準となる。 

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達してい

ない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合若しくは上

記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開

始の日から１年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場

合には、減点を行う。 

共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成と

なった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企

業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体全てに対して行う。 

減点の割合は、当該入札における加点に１点を加えた点を減点するものとする。 

なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点

を０点とみなす。 

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年

単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受け

るために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重な



 

 

り、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよ

う、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重な

らない期間とすること。 

上記の様式９-１から様式 13 については、北海道森林管理局ホームページ＞公

売・入札情報＞契約約款・仕様書・申請書等＞「造林・製品生産共通」に掲載して

いる。 

(４) 総合評価の方法等 

ア 「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を標準型の場合は 100 点、簡易

型の場合は 66 点とする。 

イ 「標準点」の算出方法は、競争参加資格確認申請書について審査し、競争参加

資格が得られた者には、100 点を与える。 

「加算点」の算出方法は、上記（１）の各評価項目について、評価に応じ得点

を与える。 

ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者

の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値（｛標

準点＋加算点｝÷ 入札価格、以下「評価値」という。）により行う。 

エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。 

(５) 落札者の決定方法 

ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 

なお、落札の条件は、次のとおりとする。 

① 入札価格が予定価格（税抜き）の制限の範囲内であること。 

② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。 

イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が２者以上ある場合は、当該者にくじを

引かせて落札者を決定する。 

(６) 予定価格が１千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予

決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17に示すとおり、予決令第 86

条の調査を行うものとする。 

 

17 調査基準価格を下回った場合の措置 

調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容

が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係

機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の

履行期間の延期は行わない。 

なお、事情聴取等に応じないなど調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札

に関する条件に違反した入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要

領に基づく指名停止を行うことがある。 

 

18 評価内容の担保 

標準型の場合、請負者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用

された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術

提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後

の検査の際、複数年にわたる事業の場合は、単年度毎の最終の(部分)完了検査の際、

履行状況について確認を行う。なお、請負者の責により記載内容が満足出来ない場合

には、請負者が技術等にかかわる提案を履行できなかった場合で再度事業実施が困難

あるいは合理的でない場合は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成

績評定要領の制定について」（平成 20 年３月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長



 

 

官通知）に基づく事業成績評定において、履行できなかった項目ごとに３点ずつ減ず

ること及び契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。また、簡易型の場合

においては、当該技術提案の契約書への添付は行わないが、事業計画に関する請負者

の責任が軽減されるものではない。 

 

19 契約書作成の要否等 

別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。また、システムによる契約を

可とする。なお、この場合は別冊契約書案によらず、システム上で出力される契約書

様式によるものとする。 

 

20 支払条件 

(１) 前金払 無 

(２) 中間前金払 無 

(３) 部分払 有 

 

21 関連情報を入手するための照会窓口 

入札公告３(３)のイに同じ。 

 

22 事業成績評定の実施 

請負金額が、１，０００万円以上、17 調査基準価格を下回った場合の措置により

落札となった事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成

績評定要領の制定について（平成 20 年３月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官

通知）」に基づき事業成績評定を実施するものとする。 

事業成績評定の考査項目は、監督職員の考査項目表（様式２－①～⑥）、検査職員

の考査項目表（様式３－①～②）、検査職員と監督職員との合議による考査項目表（様

式４）に定める項目に基づき評定を実施するものとし、請負者が取組んだ内容を、技

術改革等に関する取組みの実施状況（様式５－①）へ関係資料を添付したうえ、自ら

申請することが出来るものとする。 

なお、当該様式は、北海道森林管理局ホームページの「公売・入札情報」＞「契約

約款・仕様書・申請書等」＞「造林・製品生産共通」へ掲載している。 

 

23 落札者とならなかった者への説明 

(１) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、支

出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面

（様式自由）により説明を求めることができる。 

① 受付期限： 令和８年８月７日 午後４時まで 

② 提出場所： 入札公告の３（３）イのとおり 

③ そ の 他： 書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送により提出す

るものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は

期限内必着とする。 

(２) 支出負担行為担当官等は、(１)に掲げる理由についての説明を求める書面を受け

取った日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。 

(３) 落札者とならなかった者のうち、自社の技術評価点の問い合わせについては、加

算点の合計点に限り伝えることが出来るものとする。なお、電話やメール等の通信

手段による連絡は受け付けない。 

 



 

 

24 その他 

(１) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(２) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停

止を行うことがある。 

(３) 落札者は、５(１)の資料に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配

置すること。 

(４) システムは土曜日、日曜日、祝日を除く、９時から 17 時まで利用することがで

きる。 

(５) 障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は下記のとおり。 

【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】  

電子調達システムヘルプデスク 

受付時間：平日９時から 17 時 30 分 

電話：0570-014-889（ナビダイヤル） 

ＦＡＸ：017-731-3178 

(６) 入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票

を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 

(７) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入

札を行うことがある。この場合、システムによる入札者で再度入札を希望する者に

対し発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫

く待機すること。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。

なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡す

る。 

(８) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省

庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 

(９) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、

製品生産事業請負標準仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、競争参

加資格確認申請書については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の

「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載している。 

（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html） 

 



 

造 林 事 業 請 負 契 約 書（案） 

 

１ 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査 

 場所 

 

事業名 

 

 

請負物件 

 

 

契約面積 

 

請  負 

 

予定数量 

  

請負予定金額 

 

事業 

 

場所 

完了 

検査 

場所 

  HA 

 

 

㎥ 

 

 

  

請負金額 

円也 

(うち取引に係る消費税及び地

方消費税額     円也) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業期間 

  自  契 約 締 結 日 の 翌 日 

（詳細は、事業内訳書のとおり） 

    至    令和１０年 ２月 ２９日 

 

３ 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 

   (選択されるものは○印、削除されるものは×印。) 

適用削除の区分 選択事項 選択条項 

 契約保証金の納付 第４条第１項第１号 

 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第４条第１項第２号 

 銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号 

 公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号 

 履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号 

 支給材料及び貸与品 第 15 条 

 前金払   分の  以内 第 35 条第１項 

 中間前金払 第 35 条第４項 

〇 部分払   月１回以内 第 38 条 

 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40 条 

 



４ 支給材料及び貸与物件 

品 名 品質規格 数 量 引渡予定場所 引渡予定月日 

     

     

 

５ 特約事項 

  ① 上記の事業に関する保安林内作業行為協議の知事同意の範囲内で作業を行うもの

とする。 

 なお、やむを得ず知事同意の範囲を超えるおそれがある場合は、請負者は事前に

発注者にその旨を届出し、理由を付して保安林内作業行為の追加・変更協議を行う

ことを求めるものとする。 

② 請負者は、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作

成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。 

③ 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般

的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で使用できることとする。 

ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。 

④ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等

を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととす

る。 

⑤ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合

は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の

制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に定め

る事業成績評定について、単年度の場合にあっては履行できなかった項目ごとに３

点ずつ減ずること、複数年度にわたる事業の場合にあっては当該不履行があった年

度において履行できなかった項目ごとに３点ずつ減ずることができることとする。 

⑥ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が

認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額

の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする 

 

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している「国有林野事業製品生産事

業請負契約約款」（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従

って誠実にこれを履行するものとする。 

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。 

 

 

 



本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

発注者 住所 

                  分任支出負担行為担当官 

                                       印 

 

請負者 住所 

氏名                    印 

 

［注］ 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄
には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を
記入する。 

 



別紙 

 

設計図書について 

 

 

 

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（製品

生産事業請負標準仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、図面）

については、本事業の公告日現在に交付したものとする。 



                                                                      

別紙 

 

国庫債務負担行為に係る契約の特則 

 

 

適用削除 

の 区 分 

 

選 択 事 項 

                                                          

         

 

選 択 条 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各会計年度における請負金の支払

限度額 

 

年度     円 

 

第 40 条第１項 

 

年度     円 

 

 

 

 

 

 

 

支払限度額に対応する各会計年度

の出来高予定 

 

 

 

 

年度     円 

 

第 40 条第２項 

 

 

 

 

 

年度     円 

 

 

 

前払金 

 

 

 

第 41 条 

 

 

 

翌会計年度の前払金相当額 

 

円 

第 41 条第３項 

 

 

 

部分払 

 

 

 

第 42 条 

 

 

 

 

 

前払金の支払を受けている場合の

部分払額の決定 

 

 

(a) 

 

第 42 条第２項 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

各会計年度において部分払を請求

できる回数 

 

年度    回 

年度    回 

 

 

第 42 条第３項 

 

 

 

 



から まで

神居古潭 275 ほ 保育間伐 トドマツ 26.62 700 伐採・搬出等

神居古潭 278 い 保育間伐 カラマツ 40.24 980 伐採・搬出等

神居古潭 278 ろ 保育間伐 トドマツ 7.88 280 伐採・搬出等

神居古潭 278 は 保育間伐 カラマツ 21.48 620 伐採・搬出等

神居古潭 278 に 保育間伐 カラマツ 6.51 220 伐採・搬出等

神居古潭 278 ほ 保育間伐 トドマツ 9.56 290 伐採・搬出等

神居古潭 278 へ 保育間伐 カラマツ 10.37 190 伐採・搬出等

神居古潭 279 い 保育間伐 トドマツ 15.91 500 伐採・搬出等

神居古潭 279 ろ 保育間伐 トドマツ 2.30 190 伐採・搬出等

神居古潭 279 は 保育間伐 カラマツ 9.27 320 伐採・搬出等

神居古潭 279 に 保育間伐 トドマツ 5.18 260 伐採・搬出等

神居古潭 279 ほ 保育間伐 トドマツ 18.90 790 伐採・搬出等

神居古潭 279 へ 保育間伐 トドマツ 6.48 400 伐採・搬出等

神居古潭 279 と 保育間伐 トドマツ 16.51 340 伐採・搬出等

神居古潭 279 ち 保育間伐 トドマツ 15.44 320 伐採・搬出等

神居古潭 279 り 保育間伐 トドマツ 10.00 200 伐採・搬出等

神居古潭 279 ぬ 保育間伐 トドマツ 5.00 100 伐採・搬出等

神居古潭 279 る 保育間伐 トドマツ 7.27 130 伐採・搬出等

神居古潭 279 わ 保育間伐 トドマツ 6.80 140 伐採・搬出等

神居古潭 279 お 保育間伐 トドマツ 3.00 40 伐採・搬出等

神居古潭 280 い 保育間伐 トドマツ 8.14 160 伐採・搬出等

備考

事　業　内　訳　書　

事業地
又は

森林事務所
林小班

事業区分
又は作業種

樹種
面積
（ha）

数量
（ｍ３）

作業仕様
作業期間年月日



から まで
備考

事　業　内　訳　書　

事業地
又は

森林事務所
林小班

事業区分
又は作業種

樹種
面積
（ha）

数量
（ｍ３）

作業仕様
作業期間年月日

神居古潭 280 ろ 保育間伐 トドマツ 7.00 140 伐採・搬出等

神居古潭 282 は 保育間伐 カラマツ 19.83 390 伐採・搬出等

神居古潭 282 に 保育間伐 カラマツ 2.79 100 伐採・搬出等

神居古潭 282 ほ 保育間伐 カラマツ 4.62 100 伐採・搬出等

小計 287.10 7,900

神居古潭 282 い 天然林受光伐 他L 9.51 200 伐採・搬出等

小計 9.51 200

計 296.61 8,100



275 ほ 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

278 い 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

278 ろ 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

278 は 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

278 に 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

278 ほ 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

278 へ 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 い 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 ろ 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

279 は 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 に 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

279 ほ 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 へ 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

279 と 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 ち 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

279 り 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 ぬ 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 る 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

279 わ 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

279 お 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

280 い 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

280 ろ 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

282 い 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

282 は 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

282 に 20% 列状間伐 4.0m × 16.0m 30°未満

282 ほ 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

事業地毎の作業条件

林小班 伐採率 伐採方法
伐採仕様

(伐採幅×残幅)
林地傾斜 法令制限 備考

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林

土砂流出防備保安林



事業地別伐区別立木資材と生産計画表　　　　　

　　　　　　　事業場所 伐採 　　　　　　立木資材量 （㎥） 　立木資材㎥廻り ｈa 　素材生産請負計画量 　同時販売予定量

事業地名 事業区分 林班 小班 支番 伐区 面積 当り

本数 材積 本数 材積 本数 材積 Ｎ Ｌ 計 資材量 Ｎ Ｌ Ｎ Ｌ 計 Ｎ Ｌ 計

神居古潭 保育活用 275 ほ 26.62 1,631 579.61 2,238 648.76 3,869 1,228.37 0.36 0.29 0.32 46 65.6 49.3 380 320 700

神居古潭 保育活用 278 い 40.24 917 774.64 4,173 1,010.06 5,090 1,784.70 0.84 0.24 0.35 44 64.5 47.5 500 480 980

神居古潭 保育活用 278 ろ 7.88 323 77.71 2,030 469.00 2,353 546.71 0.24 0.23 0.23 69 64.3 49.0 50 230 280

神居古潭 保育活用 278 は 21.48 960 814.32 949 175.28 1,909 989.60 0.85 0.18 0.52 46 66.3 45.6 540 80 620

神居古潭 保育活用 278 に 6.51 336 285.12 335 61.39 671 346.51 0.85 0.18 0.52 53 66.6 48.9 190 30 220

神居古潭 保育活用 278 ほ 9.56 632 345.90 398 131.15 1,030 477.05 0.55 0.33 0.46 50 63.6 53.4 220 70 290

神居古潭 保育活用 278 へ 10.37 249 122.51 1,297 237.97 1,546 360.48 0.49 0.18 0.23 35 65.3 46.2 80 110 190

神居古潭 保育活用 279 い 15.91 1,112 572.87 973 269.23 2,085 842.10 0.52 0.28 0.40 53 64.6 48.3 370 130 500

神居古潭 保育活用 279 ろ 2.30 405 209.05 356 98.26 761 307.31 0.52 0.28 0.40 134 67.0 50.9 140 50 190

神居古潭 保育活用 279 は 9.27 476 403.87 466 86.92 942 490.79 0.85 0.19 0.52 53 69.3 46.0 280 40 320

神居古潭 保育活用 279 に 5.18 620 128.78 1,317 376.03 1,937 504.81 0.21 0.29 0.26 97 62.1 47.9 80 180 260

神居古潭 保育活用 279 ほ 18.90 2,310 1,034.56 1,082 244.99 3,392 1,279.55 0.45 0.23 0.38 68 64.8 49.0 670 120 790

神居古潭 保育活用 279 へ 6.48 992 570.01 362 63.91 1,354 633.92 0.57 0.18 0.47 98 64.9 46.9 370 30 400

神居古潭 保育活用 279 と 16.51 242 111.76 2,045 560.24 2,287 672.00 0.46 0.27 0.29 41 62.6 48.2 70 270 340

神居古潭 保育活用 279 ち 15.44 224 104.20 1,908 522.31 2,132 626.51 0.47 0.27 0.29 41 67.2 47.9 70 250 320

神居古潭 保育活用 279 り 10.00 150 68.32 1,257 342.45 1,407 410.77 0.46 0.27 0.29 41 58.5 46.7 40 160 200

神居古潭 保育活用 279 ぬ 5.00 74 33.71 617 168.04 691 201.75 0.46 0.27 0.29 40 59.3 47.6 20 80 100

神居古潭 保育活用 279 る 7.27 434 160.64 255 63.98 689 224.62 0.37 0.25 0.33 31 62.3 46.9 100 30 130

神居古潭 保育活用 279 わ 6.80 100 45.96 846 230.41 946 276.37 0.46 0.27 0.29 41 65.3 47.7 30 110 140

神居古潭 保育活用 279 お 3.00 179 66.18 107 26.34 286 92.52 0.37 0.25 0.32 31 45.3 38.0 30 10 40

神居古潭 保育活用 280 い 8.14 121 55.18 1,013 276.66 1,134 331.84 0.46 0.27 0.29 41 54.4 47.0 30 130 160

神居古潭 保育活用 280 ろ 7.00 104 47.65 871 238.88 975 286.53 0.46 0.27 0.29 41 63.0 46.0 30 110 140

神居古潭 天然受光 282 い 9.51 109 74.06 1,388 318.03 1,497 392.09 0.68 0.23 0.26 41 67.5 47.2 50 150 200

神居古潭 保育活用 282 は 19.83 566 398.89 1,661 258.53 2,227 657.42 0.70 0.16 0.30 33 67.7 46.4 270 120 390

神居古潭 保育活用 282 に 2.79 159 112.47 468 72.89 627 185.36 0.71 0.16 0.30 66 62.2 41.2 70 30 100

神居古潭 保育活用 282 ほ 4.62 74 57.35 704 127.12 778 184.47 0.78 0.18 0.24 40 69.7 47.2 40 60 100

合計 296.61 13,499 7,255.32 29,116 7,078.83 42,615 14,334.15 0.54 0.24 0.34 48 65.1 47.7 4,720 3,380 8,100

素材生産

見込利用率Ｎ Ｌ 計



事業区分別立木資材と生産計画表　　　　　

　　　事業区分 伐採 　　　　　　立木資材量 （㎥） 　立木資材㎥廻り ｈa 　素材生産請負計画量 　同時販売予定量

面積 　　　Ｎ 　　　Ｌ 　　　計 当り

本数 材積 本数 材積 本数 材積 Ｎ Ｌ 計 資材量 Ｎ Ｌ Ｎ Ｌ 計 Ｎ Ｌ 計

経常

天然受光 9.51 109 74.06 1,388 318.03 1,497 392.09 0.68 0.23 0.26 41 67.5 47.2 50 150 200

育成受光

誘導伐

保育活用 287.10 13,390 7,181.26 27,728 6,760.80 41,118 13,942.06 0.54 0.24 0.34 49 65.0 47.8 4,670 3,230 7,900

保護伐

合計 296.61 13,499 7,255.32 29,116 7,078.83 42,615 14,334.15 0.54 0.24 0.34 48 65.1 47.7 4,720 3,380 8,100

素材生産

見込利用率



請負事業作業仕訳書（Ａ）

作業場所 変動費

事業地 作業種 作業工程 固定費 経常 天然受光 育成受光 誘導伐 保育活用 保護伐

別

神居古潭 伐採搬出 伐倒 変 200 7,900

造材 変 200 7,900

集材 変 200 7,900

山元土場巻立 変 200 4,310

森林作業道作設 固 1,424m 41,524m うち雪道:保活12,856m

既設路維持・修繕 固 1,090m うちトラック道1,090m

土場作設 固 2,000㎡ 3,150㎡

除雪 固 150,410m

検知業務 形量・品質検知 変 40 3,480

椪検知 変 40 2,240

層積検知 変 160 2,070

素材輸送 積込・輸送 変 3,590

材整理 変 3,590

椪検知(輸送材) 変 1,240

層積検知(輸送材) 変 2,350

その他 機械類運搬 固

人員輸送費 固

その他経費 固 33㎥ 333㎥ 敷砂利

その他経費 固 18枚
敷鉄板
（設置・撤去）
22×1,524×6,096mm

その他経費 固 5本 エゾシカ対策

その他経費 固 3本 熊撃退スプレー

※　請負予定数量欄の単位は、素材：㎥

直接費内訳書

事業別請負予定数量

摘要

作業区分



請負事業作業仕訳書（Ｂ）

間接費内訳書

製品生産事業 経常 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

森林環境保全 天然受光 伐採搬出事業

整備事業 運送事業

検知業務

計

育成受光 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

誘導伐 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

保育活用 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

保護伐 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

伐採搬出事業

計 運送事業

検知業務

計

厚生年金保険料
林業退職金
共済掛金

現場経費
合計

労務関係費

計労災保険料 健康保険料 雇用保険料

伐採搬出・検知業務一括

請負区分

作業種

諸経費

事業名 事業区分

計

計一般管理費



特 記 仕 様 書 
 

 ８年度上川中部署【神居古潭地区】保全整備（保育間伐等）第３号について、下記の事項を定め

る。 

 

記 

 

１ 伐採 

 （１）伐採方法が列状間伐の箇所については、調査木の標示（ナンバーテープ）の有無にかかわ

らず列状間伐ができるものとする。 

 （２）調査木の標示（ナンバーテープ）がある立木を伐採しない場合、標示を剥がす必要はない。 

 

２ 保安林内作業行為協議の知事同意内容及び事業実施時期について 

当該事業の事業地の全部は保安林に指定されており、令和８年度（１年目）実施箇所に係

る保安林内作業行為協議は協議済みである。（別紙「事業地毎の作業条件」参照） 

また、当該事業は、２カ年にわたる複数年契約であるが、保安林については単年度毎の協

議申請を要する。請負者は、契約を締結した翌年度以降に事業着手する際には、必ず発注者

が行う協議手続の進捗を確認すること。 

   なお、上記を踏まえ各年度の実施箇所は以下のとおりとしているため、十分に確認の上、事

業を着手すること。 

 

令和８年度（１年目） 

２７５ほ林小班 

  ２７８ろ、は、に、ほ 

２８２い、は、に、ほ 

令和９年度（２年目） 

上記を含む、未実施箇所。 

 

３ システム販売 

当該事業から出材される素材がシステム販売の対象となった場合は、採材寸法及び検知等

について別途指示する。 

 

４ 輸送に関する事項 

   次に定める林小班から生産される素材については、設計図書（位置図）に示す土場に素材輸

送し、巻立てること。 

   ２７９林班（２７９へ、お林小班を除く）、２８０林班 予定数量 ３,５９０㎥ 

 

５ 既設道維持修繕・土場に関する事項 

 （１）既設道の維持修繕 

    春志内左作業道については、車両の通行に支障がないよう、路体の維持修繕を行うものと

する。 

 （２）既設道の敷砂利 

    次に定める仕様により敷砂利を行うものとする。実行にあたっては監督職員等と協議の上

決定すること。 

①  敷  幅：３ｍの範囲内 

②  敷  厚：１０～２０ｃｍ 

③  切込砕石：８０mm 級（再生骨材や、左記より細かい粒径のものは使用不可） 



 

（３）各土場について、運材に支障がないよう次に定める仕様により敷砂利を行うものとする。

設置位置や形状については、監督職員等と協議の上決定すること。 

① 敷  幅：３ｍの範囲内 

② 敷  厚：１０～２０ｃｍ 

③ 切込砕石：８０mm 級（再生骨材や、左記より細かい粒径のものは使用不可） 

なお、敷砂利分の「納入伝票」及び「納品書等」を（部分）完了検査時に提出すること。 

※納品書等とは、砕石プラント等から受注者に対し、当該数量を納品したことを証明する

一覧表とする。 

 

６ 敷鉄板の設置 

（１）設計図書（位置図）に示している区間についてフォワーダー等が林道を横断・通行する場

合は、敷鉄板を設置し、路体の保全に努めること。また、作業後は撤去を行うこと。 

（２）設置箇所、時期、工法については、監督職員等と協議を行い決定すること。 

 

７ 除雪に関する事項 

冬期間における通勤路については、関係者の車両通行に支障がないよう除雪を行うこと（待

避箇所・車廻しを含む）。 

 

８ 誤伐防止 

誤伐防止のため別紙「誤伐防止のためのチェックポイント」を事業計画書の承認を受けた

後事業着手前に提出すること。 

 

９ ナラ枯れ被害拡大防止対策 

ナラ枯れの被害に関する対応について、別紙「北海道内におけるナラ枯れ被害木等の伐採

・移動に関する指針」(北海道水産林務部林務局森林整備課)に基づき適切に対応するほか、

監督職員の指示に従うものとする。 

また、事前踏査及び事業実行中に被害木及び被害木と推定されるものが発見された場合は

立木にテープ等で表示するとともに、位置情報を速やかに監督職員等へ報告すること。 

 

１０ 熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について 

（１）本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の

補正の試行を行う対象事業である。 

（２）用語の具体的な内容は、次のとおりである。 

①真夏日：日最高気温が 30 度以上の日（気象庁が公表している地上気象観測所等の気温）又

は暑さ指数（WBGT 値）が 25 度以上の日（環境省が公表している観測地点の暑さ指数）。 

②事業期間：事業着手日から事業終了日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇分として６日間、７月、８月又は９月を含む事業では夏季休

暇分として３日間、事業中止期間は含まない（事業期間には不稼働日も含む）。 

③真夏日率：事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。 

なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めないものとする。 

真夏日率 ＝ 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間 

（３）請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び

計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。 

なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。 

（４）気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環



境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT 値）を用いることを標準とする。 

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則

（昭和 27 年運輸省令第 101 号）第１条の３の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術

上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠し

た電子式湿球黒球温度指数計（精度区分クラス２以上）により測定した値を用いることも可

とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。 

（５）請負者は、事業完了届の提出前にあらかじめ監督職員へ計測結果の資料を提出する。 

    あわせて、事業終了の見込み日を提示して発注者と協議を行い、事業終了のみなし日を決

定する。 

なお、当試行に取り組んでいた場合で、例えば「真夏日」が「０日」だったなど、計測

結果の提出がなかった場合は請負金額の変更は行わない。 

（６）発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等

に加算し請負金額の変更を行うものとする。 

補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は 1.2 とする。 

（７）当試行による変更契約は最終変更契約で行うことから事業の進捗に留意すること。 

 

１１ 安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

（１）本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上すること

ができる。 

（２）請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備

しなければならない。 

（３）請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場におい

て現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか

監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した

場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。 

（４）請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の

確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日

利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。 

①衛星携帯電話事業者名 

②衛星携帯電話サービス名 

③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。） 

④利用料金 

⑤利用期間（○月○日～○月○日まで） 

⑥本事業以外の事業への供用の有無 

     他事業名（署名・物件名） 

（５）対象とする経費は、１台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合 

は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。 

（６）請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類

等を提出するものとする。 

合わせて、事業終了の見込み日を提示して発注者と協議を行い、事業終了のみなし日を決

めるものとする。 

（７）対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。 

（８）衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係

るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。 

 また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合

には監督職員に申し出ること。 

（９）当試行による変更契約は最終変更契約で行うことから事業の進捗に留意すること。 

 



１２ 以上の記載事項以外に、指示・承認を要する事案が生じた場合には、監督職員等と協議する

こと。 



別紙 

製品生産における誤伐防止のためのチェックポイント 
 年   月   日 

発注者 

 分任支出負担行為担当官 

        森林管理（支）署長 殿 

             請負者                        

          住所                          

          氏名                          

 

   年   月   日契約した  年度○○署【△△地区】保全整備（保育間伐・地拵え・植付） 

第□号について、下記事項の通り提出いたします。 

 

区  分 チェックポイント 
チェック 

はい 該当なし 

保安林協議 
保安林伐採協議及び作業行為の知事同意済内容を確認しましたか ☐ ☐  

特に土場・森林作業道の作設面積は、確認しましたか ☐  

契約書と図面

等の事前確認 

契約書・仕様書・特記仕様書等の確認をしましたか ☐ 

  

関係図簿等の資料を確認しましたか ☐ 

隣接地に収穫調査、立木販売済箇所及び分収林の有無を確認しましたか ☐ 

伐採区域内における伐採除外地の有無を確認しましたか ☐ 

境界の 

現地確認 

林小班及び伐採区域の現地確認をしましたか ☐   

  隣接地の収穫調査、立木販売済箇所及び分収林を現地確認しましたか ☐ 

伐区界等の不明箇所がありましたか ☐ ☐ 

 （ある場合）不明箇所を監督職員等に確認依頼しましたか ☐  

支障木の取扱 

（裏面） 

立木販売と製品生産事業での支障木の取扱方法の相違を理解しましたか ☐   

  作業従事者に上記について周知しましたか ☐ 

作業従事者 

・ 

下請者への 

指導 

作業従事者に図面等を配布し、次のことを指導しましたか 

・ 伐採区域の標示方法 ☐ 

  

・ 伐採方法（帯状、定性等）及び伐採仕様（伐採率） ☐ 

・ 調査木の標示方法（№テープの記号、番号、色別） ☐ 

・ 伐採除外地の有無  ☐ 

・ 伐採除外地の標示方法 ☐ 
作業従事者に上記について不明な場合は現場代理人へ報告するよう指導

しましたか 
☐ 

丸太・砂利等運搬を除き、下請け作業がある場合、下請者に作業従事者と

同様のことを指導しましたか 
☐ ☐ 

注：このチェック表は、事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に監督職員に提出してください。 

監督職員 

   年    月    日 

官職氏名 



支障木の取扱 

項目 
立木販売 製品生産事業 

伐区内 伐区外 伐区内 伐区外 

伐倒 

支障木 

伐倒支障木が発生する場合は、買受人

は支障木届を森林官等に提出し、森林

官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う 

同左 

伐倒支障木が発生する場合は、請負者

は支障木届を監督職員に提出し、監督

職員の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う 

同左 

損傷木 

損傷木が発生した場合は、買受人は支

障木届を森林官等に提出し、森林官等

の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

損傷木が発生した場合は、請負者は支

障木届を監督職員に提出し、監督職員

の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う。 

同左 

搬出路等 

支障木 

搬出路支障木が発生する場合は、買受

人は支障木届を森林官等に提出し、森

林官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

森林作業道支障木は、予め本物件の調

査結果を活用して資材に繰入れ払出済

のため、支障木届の提出は必要ない。 

森林作業道支障木が

発生する場合は、請負

者は支障木届を監督

職員に提出し、監督職

員の指示により伐倒

を行う。 

※伐倒開始は監督職

員の指示により行う。 

土場支障木 

土場支障木が発生する場合は、買受人

は支障木届を森林官等に提出し、森林

官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

土場支障木が発生する場合は、請負者

は支障木届を監督職員に提出し、監督

職員の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う。 

同左 

 



北海道内におけるナラ枯れ被害木等の 

伐採・移動に関する指針 

北海道水産林務部林務局森林整備課 

 北海道ナラ枯れ被害対策基本方針（令和６年森整第 1080 号）第３の３(3)アに定めるナラ類

等の伐採・移動について、次のとおり定める。 

 

１ 目的 

  近年、カシノナガキクイムシ（以下「カシナガ」という。）が媒介する病原菌「ナラ菌」に

より、ナラ類等が集団的に枯死する「ナラ枯れ」が全国的に発生しています。 

カシナガは体長５ｍｍ程度の虫で、６月～８月頃にナラ類等の幹に入り込みます。カシナ

ガが持ち込むナラ菌が増殖した木の多くは、その年の８月～９月頃には枯死します。 

北海道では令和５(2023)年度に初めてナラ枯れが確認され、令和６(2024)年度には、その

被害が拡大しており、今後も被害の更なる拡大や長期化が懸念されています。 

道では、ナラ枯れ被害の拡大防止に向けて、林業・木材産業関係者の皆様が被害地域等で

ナラ類等の伐採や移動を行う際に守っていただきたい事項を、留意事項としてとりまとめま

したので、対応についてのご協力をお願いします。 

 

２ 留意事項 

(1) 被害地域でのナラ類等の伐採/移動（被害木） 

・被害木は、５月末までに適切に伐採・処理する。 

＊被害木にはカシナガが潜んでいるおそれがあります。６月～９月はカシナガが被害木

から羽化・脱出する時期（以下「脱出時期」という。）であり、新たな被害が発生する

ことが懸念されます。 

・被害木は、「伐採後速やかに搬出・処理する」など、適切な処理を行う。 

＊被害木を伐採後に、林内に集積しておくと、カシナガを誘引し、被害拡大につながる

ことが懸念されます。 

⇒道は、試験研究機関の協力のもと、被害木の適切な処理方法を「ナラ枯れ被害木処理

マニュアル｣として整理・公表しています。マニュアルに沿った処理をお願いします。 

＊被害継続地域においては、二次被害防止に必要な範囲については行政機関が積極的に

関わり、重点的に被害木の処理を行うこととする。ただし、林外への搬出が困難な場

合は、伐採した被害木を伐採した場所の近くに安全な状態で残置しても差し支えあり

ません。 

＊未被害地域において被害木が確認された場合についても、被害拡大防止の観点から、

適切に処理するようお願いします。 

・被害木は、被害拡大の防止に十分に配慮した上で利用することも可能です。 

＊カシナガの駆除効果が期待される炭、チップ、薪への利用は、被害地域が含まれる市

町村内で加工等が可能です。 

＊製材への利用は、原木の保管中にカシナガが拡散する可能性があるため、被害継続地

域の森林以外の場所で保管し、被害継続地域内で加工等が可能です。 

⇒道は、試験研究機関の協力のもと、「ナラ枯れ被害対策における伐採処理・利用等の取

扱いについて（解説編）｣を整理・公表しています。  
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・山土場や製材工場土場などの丸太から穿入痕が確認された場合も、被害木同様に扱う。 

＊山土場や製材工場土場などの丸太に穿入痕が確認された場合、その丸太からカシナガ

が羽化・脱出し、新たな被害が発生することも懸念されます。 

⇒道の処理マニュアルに定める方法に準じ、くん蒸・チップ化・焼却等による処理を

お願いします。なお、材の大きさなどの状況により、マニュアルに沿った処理が困

難な場合は個別に検討します。また、薬剤を用いた、くん蒸処理後の材の活用の適

否は、各実施主体において薬剤メーカーに確認するなど、適切に対応して下さい。 

 

(2)  被害地域でのナラ類等の伐採（未被害木） 

・被害地域では、ナラ類等を６月から９月の間は伐採しない 

＊ナラ類等の伐採や枝払い等を脱出時期に行うことは、近隣に生息するカシナガを誘引

し、被害の拡大につながります。なお、ナラ類等を単木的に除外して施業を行うこと

が困難な場合は、伐採後速やかに林外に搬出してください。 

・未被害木についても、「伐採後速やかに搬出する」など、適切な対応を行う。 

＊未被害木でも伐採後に林内に集積しておくとカシナガを誘引し、被害拡大につながる

ことが懸念されますので、特に６月～９月の間は被害地域及び被害監視地域内の林内

に集積・保管しないとともに、野外での集積・保管も極力行わないで下さい。 

・林外に搬出した材についても、５月末までに焼却・破砕・製材等を極力行う。 

＊林外に搬出した材にカシナガが穿入していた場合、丸太からカシナガが脱出する可能

性があることから、脱出時期前の５月末までに焼却等を行うことが望ましいです。 

 

(3) 被害地域から被害地域が含まれない市町村への移動（被害木、未被害木） 

・被害木は移動しない。未被害木であっても極力移動は行わない。 

＊カシナガの穿入痕は小さく発見しづらく被害の判定が難しいことがあります。未被害

木でどうしても移動が必要な場合には、移動前及び移動後にカシナガの穿入痕がない

か十分確認して下さい。 

・販売者は、販売先や譲渡先等木材の受け入れ先に通知書を配布する（道に写しを提出） 

＊被害地域から搬出された材であることや、受入材が被害発生リスクのあることを地域

で共有するため、未被害のナラ類等を移動する場合には販売者は受け入れ先に対し、

通知書を提出して下さい。また、受け入れ先に対して、脱出時期前の５月末までに焼

却・破砕・製材等を極力行うよう伝達してください。 

⇒当年度以降の｢被害監視区域」を設定する参考としますので、道への通知書（写）提出

にもご協力をお願いします。 
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（参考） Ａ市の被害木の移動可能範囲の模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 網掛けは被害地域、白地は未被害地域 

・ 被害地域が含まれるＡ市内全域に移動可 

・ 被害地域が含まれるＡ市からＢ市Ｃ町内全域に移動可 

・ 被害地域が含まれるＡ市から被害地域が含まれないＤ町への移動は不可 
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＜参考＞ 

１ 被害地域の考え方 

【これまで分かっていること】 
・被害地域内の立木には、カシナガが侵入する可能性がある。 

（脱出時期（６～９月）の伐採・搬出には要注意。 
被害木の確認された周囲（半径１～２km）での被害には要注意） 

・伐採後の丸太には、カシナガを誘引する揮発成分がある（被害木でなくても同様） 
・立ち枯れ木だけでなく、土場の丸太にもカシナガは侵入し、増殖・脱出する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【被害木及び被害木周辺】          【被害地域】 
＜凡例＞                                                                
・赤点・・・・被害木 
・緑色・・・・被害木から半径 2km の円 
・薄緑色・・・被害地域（半径 2km の円と全部または一部が重なるメッシュ) 
・白色・・・・未被害地 
・メッシュ・・国土交通省が公開している１kmメッシュ 

○被害地域図作成の手順 
（１）被害地域の作成                        （２）被害地域の図示 
被害木から半径２km の円と重なるメッシュ把握  円及び被害木を消した図を作成・公開 

 
２ 各種用語の定義 
○ナラ類等 

  ・「ミズナラ、コナラ、アカナラ、カシワなどのナラ類やクリ」など、北海道に生育し、 
ナラ枯れ被害を受ける樹木をいう。なお、ブナは「ナラ枯れ」をうけない 

 ○被害木 
  ・カシナガによるナラ枯れの被害木（枯死木、カシナガの穿入が認められる生立木） 

○被害地域 
 ・前年又は当年に確認された被害木から半径２km の円と重なるメッシュの範囲。メッシュは国

土交通省が公開している１kmを使用。被害地域は毎年度、上空調査及び現地調査の結果を踏
まえて変更する。 

○被害先端地域 
 ・被害地域の拡大（未被害地域での被害発生）に影響する可能性が高い地域。 

○被害継続地域 
 ・被害地域の拡大に影響する可能性が低い地域。被害地域のうち、被害先端地域を除いた範囲。 

 ＊被害地域は、被害木の発生状況を踏まえ、適宜更新し、道のホームページで公表しています。 
＜水産林務部林務局森林整備課 HP＞ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/ 

 

 

 
  

＜お問い合わせ先＞ 

 ・北海道 水産林務部 林務局 森林整備課 

・最寄りの（総合）振興局 産業振興部 林務課 森林整備係 

2km





月別生産計画  
事 業 名   ８ 年 度 上 川 中 部 署 【 神 居 古 潭 地 区 】 保 全 整 備 （ 保 育 間 伐 等 ） 第 ３ 号  
事 業 期 間  自  契 約 締 結 日 の 翌 日   至  令 和 １ ０ 年 ２ 月 ２ ９ 日  

事 業 場 所  ２ ７ ５ 林 班 ほ 小 班 外 ２ ５  

契 約 数 量  ８ ,１ ０ ０ ｍ 3  

令 和 ８ 年 度  

  

４ 月  

 

５ 月  

 

６ 月  

 

７ 月  

 

８ 月  

 

９ 月  

 

１ ０ 月  

 

１ １ 月  

 

１ ２ 月  

 

１ 月  

 

２ 月  

 

３ 月  

 

合 計  

生 産 量      1 0 0  2 0 0  4 0 0  6 0 0  6 0 0  5 0 0  4 0 0  1 0 0  2 , 9 0 0  

事 業 地  
 

   神 居 古 潭  
 

 

令 和 ９ 年 度  

  

４ 月  

 

５ 月  

 

６ 月  

 

７ 月  

 

８ 月  

 

９ 月  

 

１ ０ 月  

 

１ １ 月  

 

１ ２ 月  

 

１ 月  

 

２ 月  

 

３ 月  

 

合 計  

生 産 量  3 0 0  5 0 0  5 0 0  5 0 0  5 0 0  6 0 0  6 0 0  6 0 0  3 0 0  3 0 0  5 0 0   5 , 2 0 0  

事 業 地  神 居 古 潭  
  

 



競争参加資格確認申請チェックシート（製品生産事業） 北海道森林管理局

チェック
様式
NO

提出様式 チェック 備考

□
共同事業体による申請の場合は
構成員全員

□

□ 共同事業体による申請の場合

□ 2 同種の事業の実績 □

□
資格・免許を保有していることが
確認出来る修了証書等の写し

□
技術者の経験が証明できる書類
経歴書等の場合は、事業主の証
明あるもの

□
保険証の写しなど
経歴書等の場合は、事業主の証
明あるもの

□

□

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ 高性能林業機械に関する受講証明等
経歴書等の場合は、事業主の証
明あるもの

□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 走行集材機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 架線集材機械等運転特別教育の修了証書（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ はい作業主任者技能講習の修了証書等（写）

□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ 地山の掘削作業主任者技能講習の修了証書等（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）
輸送を含む事業でグラップル使
用時

□ 5 社会保険等への加入状況 □
被保険者証の写し（記号・番号は
黒塗りとする）等

□ 6 検知業務実績証明書 □

□ 7

農林水産業・食品産業の作業
安全のための規範（個別規
範：林業）　事業者向けチェッ
クシート

□
共同事業体による申請の場合は
代表者のみ

保険加入状況を証明する資料

実績として記載した事業に係る契約書等（写）

チェーンソー手帳は講習受講・修
了等証明付のもの

高
性
能
機
械

木寄
・
集材

巻立

路網
　・
土場

輸送

□ 4 従事予定の技能者の資格等

伐
倒
・
造
材

チ

ェ
ー

ン
ソ
ー

伐木等の業務に係る特別教育の修了証書（写）
※令和２年７月まで有効な伐木等の業務８号の場合、補講に
関する特別教育の修了証書（写）

□ 3 配置予定の技術者の資格等

法令等による技術者の資格・免許
入札公告の（ア）～（カ）の資格

上記法令等による技術者の資格・免許の保有がない場合、同様の資
格として認められる過去15年のうち３年以上森林整備事業に従事した
実績を記載。実績として記載した事業に係る契約書等（写）

入札参加者が直接雇用していることが判る書類（写）

添付資料等

競
争
参
加
資
格
確
認
申
請
書

□ 1
競争参加資格確認申請書
（表紙）

全省庁統一資格の資格確認通知書（写）

林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項に基づく都道府県
知事からの認定を証明する書類（写）

共同事業体協定書（写）

実績として記載した事業に係る契約書等（写）



競争参加資格確認申請チェックシート（製品生産事業） 北海道森林管理局

チェック
様式
NO

提出様式 チェック 備考添付資料等

□ 1 技術提案書（表紙） －

□ 2
事業計画上の考慮事項等
（簡易型の場合は省略可）

□ 必要に応じて参考図書を添付

□ 2-1
事業計画の工程管理
（簡易型の場合は省略可）

－

□

□
同種事業であることが分かるもの
（必要に応じ資料を添付）

□

□

□

□

□

□

□

□

□
森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている
場合、森林経営計画認定書（写）

□ 民有林における森林整備の実績がある場合、契約書等（写）

□

□

□

□

□

□
生産性向上を目的とした工程管理を行い、その結果から改善
点を把握し、その後の事業により改善されたことが説明出来る
資料又は工程管理を行ったことを証明できる資料等

□
現場従事者の技術向上を目的とした取組みを証明できる資料
等

□ 就業規則、雇用通知書等（写）

□

□

□

□

□

□

□
免許証等の公的書類の写し（氏
名と住所以外は黒塗りとする）等

□
履歴書・経歴書等の場合は、事
業主の証明あるもの

□

□
研修受講修了証等（写）
受講記録証明書等（写）

□
5-1
5-2

従業員への賃金引上げ計画
の表明書

□ 別表１の次葉は不要

□

□ 簡易書留料金の切手貼付確認

中小企業等の場合、直近の事業年度の「法人税申告書別表１」

職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、１
級林業技能士又は２級林業技能士の資格の保有を証明する書類（写）

そ
の
他

□ その他
必要により特記事項で求めているものがあれば

返信用封筒(電子入札による場合は不要)

企業の事業実績等

事業に関する「表彰実績」がある場合はその表彰状（写）

「同種事業の実績」がある場合はその事業の契約書等（写）

□ 4
配置予定技術者の資格・
経験

保有資格（技術士（森林部門）、林業技士、フォレストマネージャー等）
の保有を証明する書類（写）。保有資格がない場合、現場代理人として
10年間同種事業を経験したことを証明する履歴書等。

研修等の受講状況、林業に関する継続教育（CPD）を証明する書類
（写）

□ 3-1
企業の事業実績等
（作業員の雇用形態）

作業員の雇用形態を証明する資料として「作業従事者の雇用形態状
況」（様式３－１）

「作業従事者の雇用形態状況」（様式３－１）により記載された月給制導
入の有無について、証明する資料（雇用通知書や就業規則等）

「作業従事者の雇用形態状況」（様式３－１）により記載された作業員別
の居住地を証明する資料

技術
向上

休暇日
数確保

休業４日以上の労働災害無しの実績を継続していることを証明できる
資料又は労働者死傷病報告等の災害概要がわかる書類

労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り
組んでいる場合、実施していることを証明する資料

北海道林業事業体登録制度のホームページ上に公表されている「北海
道林業事業体登録情報」（「北海道林業事業体登録実施要綱」による
登録を受けており、その状態が継続していることを証する資料）

退職金共済契約締結の事実を証明する資料

森林管理経営法第36条第２項の要件に適合する者（意欲と能力のある
林業経営体）として、都道府県から公表されている場合は、公表されて
いることを証明する資料

都道府県において「育成を図る林業経営体」（H30.2.6長官通知）に選定
されている場合は、そのことを証明する資料

森林経
営計画

民有林
実績

「若手技術者等への登用・育成」の実績がある場合は、雇用通知書及
び身分証明書等（写）、又は各種取組みを証明できる資料等（写）

生産性
向上

「緑化活動」の実績がある場合はその契約・協定書等（写）

若者雇用促進法による「ユースエール認定企業」の場合は公表されて
いる認定書等の写し

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の作成によりウェブサイ
トに公表している内容が確認できる認定書等（写）

次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の
認定書等（写）

伐採・造林に関する行動規範と当該規範を遵守している旨を記載した
誓約書

活動内容の分かるもの
（必要に応じ資料を添付）

「災害協定」を結んでる場合は、協定期間が確認出来る契約・協定書等
（写）
「ボランティア活動（防災等関連）」の実績がある場合は実施年月日、実
施場所、実施概要がわかるもの（写）

エゾシカ被害対策について、直接捕獲事業にかかわる請負の実績があ
る場合は契約書（写）、ボランティアによる実績がある場合は実施年月
日、実施場所、実施概要がわかるもの（写）
間接的な捕獲の実績がある場合は、情報提供内容が確認できるGPS
情報、写真、図面等、又は事業者による狩猟免許取得・更新に係る費
用負担や有害鳥獣捕獲等への参加のための特別休暇付与を証明する
資料

森林管理経営法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けて
いる場合、そのことを証明する資料

技
術
提
案
書

－

－

－

□ 3

「立木等の販売と跡地における造林作業の請負とを一括して契約の実
績」がある場合はその事業の契約書等（写）


